
朝霞市自治会連合会 定期総会を開催しました
問／朝霞市自治会連合会事務局（地域づくり支援課内） ☎463-2645

5月18日㈭、ゆめぱれす（市民会館）で自治会連合会の令和5年度定期総会が開かれました。新しく自治会長に
なった方々の紹介を行ったほか、令和4年度事業報告・収支決算、令和5年度事業計画・収支予算について審議し、
承認されました。
○今年度から自治会連合会の役員になった方

おお ば けんいち あさ だ まさ み

理事／大場賢一さん（弁財） 監事／麻田正実さん（朝志ヶ丘）
○退任された方
在任5年以上【表彰対象】
こ う た ふ じ お なかざとしげとし

古宇田不二雄さん（新和）27年在任、中里繁利さん（昭和台）7年在任
在任2年以上【表彰対象】
わたなべけい じ しぶ や のぼる あさかわゆうだい

渡部慶治さん（弁財）、渋谷昇さん（広沢）、浅川優大さん（三栄）、
い とうひさゆき す だ まさみつ あら き さとし

伊藤久行さん（下内間木）、須田正光さん（浜崎東）、荒木聡さん（浜崎親交会）
在任2年未満
おくやま み つ こ もりはる み こしやませい こ

奥山三津子さん（ローリエ朝霞台）、森晴美さん（富士見台）、腰山晴子さん（城山）
※（ ）は所属する自治会・町内会名。また、氏名掲載に了承いただいた方のみご紹介しています。
自治会・町内会の運営にご協力いただき、ありがとうございました！

とみおか まつ お
表彰対象の方には、富岡市長と松尾自治会連合会長から感謝状と記念品を贈呈しました。

皆さんこんにちは。
台風2号の影響で、6月2日から3日にかけて、
本州付近に停滞していた梅雨前線に湿った空気が
流れ込み、全国的に豪雨となり、各地に大きな被
害をもたらしました。朝霞市でも、市役所の雨量
計で総雨量が298ミリを記録するなど、平年の
6月1か月分の2倍にあたる量の雨が降ったこと
で、家屋の浸水被害や道路冠水による通行止めが
発生しました。被害にあわれた皆様に、心からお
見舞いを申し上げます。また、3日、午前0時20
分に熊谷地方気象台から土砂災害警戒情報が発令
されたため、市は対象区域に対し避難指示を発令
するとともに、避難所を4か所開設しました。対
象区域の方には防災行政無線でお知らせしたほか、
メール配信サービス、市ホームページ、SNSな
どでも災害情報を発信し、結果、6世帯、13人の
方に避難していただきましたが、より多くの世帯

に周知する大切さと難しさを感じたところです。
いざ災害が起きようとしているときに適切な行動
をとるためには、日頃の備えと確かな情報の収集
が大切です。皆さんもご自分に合った手段で情報
をキャッチできるよう、この機会にメール配信
サービスや SNSの登録（最終ページ参照）など
をご確認いただくようお願いします。
ところで、この3年間猛威を振るった新型コロ

ナウイルス感染症も、5類へ移行してから2か月
ほどが経ち、消費活動もずいぶんと活気を取り戻
しつつあるように感じています。しかし、物価高
騰などの影響で、まだまだ厳しい状況にある皆さ
んにさらなる支援策が必要であると考え、現在、
6月の市議会で予算案をご審議いただいていると
ころです。内容は、物価高騰が続く中、生活の一
助としていただくため、住民税非課税世帯と住民
税均等割のみ課税世帯に3万円を給付するための
予算、また、保護者の皆さんの負担を軽減するた
め、市内の小・中学校に通っているお子さんの給
食費を6か月間、市が半額負担するための予算、
さらに、古いエアコンは消費電力が大きいので、
省エネと地球温暖化対策のため、一定の基準を満
たした省エネエアコンへの買い換えに、補助金を
交付するための予算です。この夏にエアコンの買
い換えを考えている方は、ぜひ、ご検討ください。
では、また。

まもる

守
富岡 勝則

ひとの推移
人 口 144,885人（＋207人） 男 72,785人（＋114人） 女 72,100人（＋93人）
世帯数 70,005世帯（＋144世帯） 令和5年6月1日現在（ ）内は前月比

市長コラム

※市外局番は（048）です。直通番号一覧は右のコードをご確認ください。
●市役所開庁時間／午前８時30分～午後５時15分　●休日／土・日曜日、祝日、年末年始

募　集 ご案内 催し・講座情報BOX
※市外局番は（048）です。直通番号一覧は
右のコードをご確認ください。
●市役所開庁時間／午前８時30分～午後５時15分
●休日／土・日曜日、祝日、年末年始　

ホームページホームページ

募 集

会計年度任用職員
人数／1人
任用期間／9月1日～令和6年3月31日
勤務内容／事務補助（電話応対、ワード・エクセル等
パソコンへの入力・確認作業、書類整理等）
勤務日時／月～木曜日（週4日勤務）
午後0時30分～4時30分（実働4時間）
報酬／時給1，020円
申込方法／7月21日㈮【必着】までに、必要書類を
郵送(住所は最終ページ下部に記載)
または持参
※詳しくは、市ホームページをご確認
ください。
申・問／市政情報課 ☎463-1759

一緒につくろう朝霞の景観
各制度の内容や必要書類については、
市ホームページをご確認いただくか、
お問い合わせください。
景観形成補助金制度
景観計画に基づき、住民などが主体となった良好な
景観づくりの取り組みを支援するため、その活動等に
要した費用の一部に補助金を交付します。
交付対象者／景観重要建造物および景観重要樹木の所
有者、景観資源の所有者および管理者、景観協定を
締結した者、景観づくり団体、景観づくり協定を締
結した者等
交付対象行為／まちの魅力を高める良好な景観づくり

景観重要建造物・樹木
良好な景観の形成に、特に重要な建造物や樹木の保
全と活用を支援します。

指定のメリット／維持管理に関する技術的助言および
財政的支援を受けられる・建物の利用制限に応じた
適正評価による相続税の優遇措置
指定基準等／景観計画で定める基準、景観審議会の審
議等
指定後の管理義務等／良好な景観が損なわれないよう、
条例で定める基準に沿って適切に維持管理する義務
が生じるほか、増築や外観の変更を伴う修繕等を行
う場合は市長の許可が必要になります。

景観づくり団体
認定を受けることにより、景観づくり活動に対し市
が技術的・財政的な支援をします。
認定要件／主体的に景観づくりに取り組むおおむね5
人以上で構成された団体で、活動内容が景観計画の
趣旨に適合していること等
活動内容／まちの魅力の向上や、にぎわいの創出等に
つながる景観づくり活動

申・問／まちづくり推進課 ☎463-2518

みどりの保護地区・保護樹木制度
緑地保全や緑化推進のため、保護地区および保護樹
木を指定しています。
保護地区
指定基準／樹木が集団で生育している土地で、面積が
300㎡以上であるもの等
奨励金の額／指定経過年数に応じて、保護地区に係る
固定資産税の30～50％以内の額

保護樹木
指定基準／高さが10m以上で、地上1.2mの高さに
おける幹の周囲がおおむね1m以上であるもの等
奨励金の額／指定経過年数に応じて、樹木1本当たり
1,800～3,000円

申・問／みどり公園課 ☎463-0374
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